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専門家Ｇ及び事務局による書面審
査
定量的評価の結果（点数）のみを用
いて、上記の区分に分類

検討会による総合評価

専門家Gにより示されたヒアリング対
象候補について、対象とするか否か
について、個別に審議。ヒアリング
対象外及び足切分類の結果につい
ても確認。

本部意見
指定案（Ａ）（留保条件がある場合、
これを含む。）
上記に係る推進方針案（区域ごと）
指定案（Ａ）とした理由（個別）
検討会の３次評価の結果
「①の指定案（Ａ）」と「指定推薦案
（ａ）」とで異なる場合の理由

ヒアリング対象
１次評価の評価結果
※ ヒアリング対象外及び足切分類
については、分野別の件数のみ公
表し、個別名は公表しない。

１次評価でヒアリング対象候補とさ
れたものがヒアリング対象外に変更
された案件については、その変更理
由を整理
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検討会によるヒアリング

２次評価でヒアリング対象となった案
件についてヒアリングを行い、検討
会において指定対象として推薦すべ
きか否か等を評価。（指定推薦案
（ａ）の決定）

公表 非公表

９月上中旬

推進本部

推進本部による意見の決定

推進本部は、３次評価の結果等を踏
まえ、指定案（Ａ）及び推進方針案に
係る意見を決定
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専門家Ｇ＋事務局による書面審査
（１次評価）

検討会による総合評価
（２次評価）

検討会によるヒアリング
（３次評価）

５月上旬～６月下旬 ７月上旬～７月中旬 ８月７日・８日４/３０
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ヒアリング対象とする
候補

（従前の区分Ⅰ／Ⅱ
※ただしⅠとⅡを区

別しない）

ヒアリングの対象とは
なり得ない候補
（従前の区分Ⅲ）

事務局評価等により
足切の対象となった

もの
（従前の区分Ⅳ）

総合特区指定確定のプロセス（第四次指定）


